
 

にっぽん子育て応援団からの提案 

子育て家庭や支援現場のニーズに応える 

継続可能な子育て支援の仕組みづくり 

 日本が子育てしにくい社会になっています。「子どもは社会の宝」といわれながら、なか

なか子どもや子育て家庭を支援する政策が進まず予算も十分でなく、子育て

中の親の声が反映されてきませんでした。今回の総選挙では、各政党ともに、

初めて、子育て政策が大きく取り上げられマニフェストの柱とされました。 

 その一方で、全国の子育て支援の現場や子育て家庭からは、「この子育て支

援が一過性のブームに終わらないのか？」「現金給付だけで解決しない家庭のニーズにどう

応えるのか？」などの不安な声が挙がっています。  
 このような課題を解決するために、にっぽん子育て応援団は、各地の子育てＮＰＯ，市

民活動団体、子育て家庭、企業、行政の方々のご意見をいただきながら緊急アピールを行

います。  
 
■子育て家庭に必要なものとは？ 

 生活を安定させるための経済的基盤を整える支援がまずは優先。そのためには、現金給

付のみならず、仕事を辞めずに働き続けられる就労環境の確立が大切だと考えます。また、

核家族化で子育てを行うために必要な知恵や生活感を親世代から受け継ぎにくくなってお

り、結婚以前に子どもの世話をする体験や、乳幼児期に一定期間両親がともに子どもの世

話をする時間の保障、家庭をサポートする子育て支援サービスの充実などが欠かせません。 
 仕事は辞めずにある程度の所得保障を確保した上で育児休業を両親ともに取得し、育児

休業中はじっくり赤ちゃんの世話が出来る、そして時には赤ちゃんを預けてリフレッシュ

出来る。地域においては、同じような子育て中の親同士で交流を重ね、仕事以外での地域

の仲間が出来ること、多様な世代の人々との交流も増えるような豊かな人間関係が育まれ

ることが、子どもの成長や自立にとっても重要です。  
 このように、生活が安定し、誰もが必要に応じてサービスを受けられる仕組みと、豊か

な子育て時間を確保し、人々の信頼とつながりの中で子育てが可能となる安心社会（ソー

シャル・キャピタル）の確立こそが、今一番日本に必要なことだと考えます。  
 

■にっぽんの子ども・家庭支援の課題とは？ 

①サービスの地域間格差・不均衡  
②ニーズに応じたきめ細やかなサービスの欠如  
③保険や福祉など制度によって給付や財源構成がバラバラ  
④地域事情に応じたサービスがつくりにくい  
⑤「共助」 人々の信頼やつながりが低下  

 



都市部の待機児童は 2 万 5 千人を超え、一方地方では子どもの姿が見られないなど、子

どもをめぐる現状は様々ですが、保育所、放課後児童クラブなどの決定的サービス不足、

出産機会の不均衡等が問題になっています。また、給付やサービスの財源がバラバラです。

育児休業給付は企業と従業員の保険料と国の負担で、保育所は国や市町村と利用者負担で

行われています。児童手当はより複雑で、親の働き方によって財源の出所が変わってきま

す。医療保険、雇用保険、児童福祉、母子保健などそれぞれの制度がそれぞれの考え方で

費用負担を設計しているからであり、たいへん理解しにくいものとなっています。例えば、

保育所に子どもを預ければ市町村の負担が重く、育児休暇を取得すれば企業と従業員の保

険料による雇用保険制度の負担が増すなど、育児休暇と保育は補完しあう関係であるのに

財源面で押し付け合いを生みかねない構造になっています。  
 

■新しい枠組みの提案とは？ 

 介護保険が高齢者支援の大きな枠組みとなったように、子ども・家庭支援も

多様なニーズに対応できる、トータルなパッケージプランが必要です。  
 
提言のコンセプトは５つ 

１．サービスの地域間格差・不均衡の是正 

２．きめ細やかで切れ目のない、体系だったサービス提供 

３．子育て家庭や支援団体、企業など多様な関係者（ステークホルダー）の参画 

４．一元的な給付と拠出のシステムづくりのための財源の統合 

５．地域の創意工夫と人々の信頼やつながりの再構築  

 

■海外ではどうなっている？ 

 財源の一元化と運用システムの独立化はフランスの「全国家族手当金庫」などの例があ

り、また多様な関係者の提案のもと、自治体との契約に基づくサービス提供はイギリスの

「コンパクト」などに近い考え方ではないかと思います。さらに、地域の子育て支援サー

ビスを行政だけではなく地域の多

様な市民活動団体との協働で実現

したドイツの「家族のための地域

同盟」などが参考となります。  
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日本にも、子どもと家族のため

のパラダイム変換が必要です！  
 子ども・家庭支援は、当事者で

ある子育て家庭のニーズを反映し、

スピード感を持って対応しなくて

はなりません。待っている時間は

ないのです。  
 
 

是非、持続可能な子ども・家庭支援のシステムをいっしょに創っていきましょう！ 
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